
富士見都市計画生産緑地地区の変更（富士見市決定） 

 

１ 都市計画生産緑地地区中第５５号、第２４２号、第５２号、第４号、第２７４号 

  第２３７号、第２０－１号、第１８０号、第２６号、第７８号、第６８－１号 

  第１号、第１０９号、第１９８－３号、第１２６号、第９５号、第１８１号 

  第１３３号、第２７０号、第１４－２号、第１３２号、第１９号生産緑地地区を 

  次のように変更する。 

 

２ 都市計画生産緑地地区中第１２９号、第３５号、第９１号、第１９８－１号 

第２２２号、第１５５号、第２６２号、第１４７号生産緑地地区を廃止する。 

 

３ 都市計画生産緑地地区中第６０号、第６３号、第１１６－１号生産緑地地区を次

のように追加する。 

 

名   称 面   積 備   考 

 

第５５号生産緑地地区 

 

第２４２号生産緑地地区 

 

第５２号生産緑地地区 

 

第４号生産緑地地区 

 

第２７４号生産緑地地区 

 

第２３７号生産緑地地区 

 

第２０－１号生産緑地地区 

 

第１８０号生産緑地地区 

 

第２６号生産緑地地区 

 

第７８号生産緑地地区 

 

第６８－１号生産緑地地区 

 

第１号生産緑地地区 

 

約 ０．１４ｈａ 

 

 約 ０．０７ｈａ 

 

約 １．０９ｈａ 

 

約 ０．０９ｈａ 

 

約 ０．５３ｈａ 

 

約 ０．４５ｈａ 

 

約 ２．３５ｈａ 

 

 約 ０．３２ｈａ 

 

 約 ０．０４ｈａ 

 

約 ０．７１ｈａ 

 

 約 ０．３６ｈａ 

 

約 ０．０５ｈａ 

 



 

第１０９号生産緑地地区 

 

第１９８－３号生産緑地地区 

 

第１２６号生産緑地地区 

 

第９５号生産緑地地区 

 

第１８１号生産緑地地区 

 

第１３３号生産緑地地区 

 

第２７０号生産緑地地区 

 

第１４－２号生産緑地地区 

 

第１３２号生産緑地地区 

 

第１９号生産緑地地区 

 

第６０号生産緑地地区 

 

第６３号生産緑地地区 

 

第１１６－１号生産緑地地区 

 

 

約 ０．０８ｈａ 

 

約 ０．５７ｈａ 

 

約 ０．２３ｈａ 

 

約 ０．１２ｈａ 

 

 約 ０．３９ｈａ 

 

 約 ０．４７ｈａ 

 

約 ０．５０ｈａ 

 

 約 ０．１０ｈａ 

 

約 ０．８４ｈａ 

 

約 ０．０９ｈａ 

 

約 ０．３７ｈａ 

 

約 １．０６ｈａ 

 

約 ０．１８ｈａ 

 

 

［位置及び区域は計画図表示のとおり] 

 

理 由 

 生産緑地法第８条第２項・第１４条の規定に基づく行為制限の解除及び農地等の

新たな指定により、都市計画生産緑地地区を本案のとおり変更するものである。 


